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2007 年度版 建築設備工事共通仕様書　改訂概要

Ⅱ　電気設備工事

１　共通事項

１.１. ３　配線 ・電線接続部のビニルテープの巻き数表の改訂

１.１０ ・平形保護層配線工事　全面削除

１.１３.２　電線 ・架橋ポリエチレン絶縁電線を削除

１.１５.３　機材 ・接地極の変更

２　受変電設備工事

２.２.２　変圧器 ・ＪＥＭの変更

２.２.５　電力ヒューズ ・６.６kV三相・単相変圧器一括保護用ヒューズ選定例の変更

２.２.７　計器用変成器 ・JIS規格の追加

２.３.１　機器の据付け ・キュービクル式の保有距離の図の変更及び取付け

３　発電設備工事

３.２.２.４ ・パワーコンディショナ２０kW未満の場合の追加

全般 ・各章全般に基準、規格、法規及び文章表現の見直し

・（従来単位）の併記を廃止、SI単位のみに改訂

Ⅲ　衛生設備工事

１　共通項目 ・配管材料の名称・JIS規格の改訂

２　給水設備工事 ・「管の埋設工事」の改訂

４　排水通気設備工事 ・「管の埋設工事」の追記

・「地中埋設配管」の改訂

５　衛生器具設備工事 ・「水道直結式大便器」仕様の追記

８　厨房機器設備工事 ・電気式調理器の追記

10 排水処理設備工事 ・建設省告示改正に伴う大幅改訂

・試験の改訂

13 医療用配管設備工事 ・医療ガス設備　「配管材料」の改訂

・試験の改訂

Ⅳ　空気調和設備工事

１　熱源機器設備 ・機器の据付　コージェネレーション記載事項の改訂

・機器の据付　ボイラー記載事項の改訂

３　配管設備 ・管材料及び付属品の名称・JIS規格の改訂

７　保温工事 ・保温材及び副資材　補助材追加

９　自動制御設備 ・一般事項　追記

・制御機器類　記載事項の改訂

・操作盤・監視盤　記載事項の改訂

・点検及び調整・検査　記載事項の改訂


